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○
金
融
庁
告
示
第
十
五
号

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
百
十
七
条
第
一
項
第
二
十
八
号
の
二

の
規
定
に
基
づ
き
、
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
時
点
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
三
十
一
年
九
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日

金
融
庁
長
官

遠
藤

俊
英

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
規
則

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
以
下
「
府
令
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十

三
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
四
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
規
則
を
い
う
。

二

ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト

府
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
四
に
規
定
す
る
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
を
い
う
。

三

カ
バ
ー
取
引

府
令
第
九
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
カ
バ
ー
取
引
を
い
う
。

四

特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

府
令
第
百
十
七
条
第
一
項
第
二
十
八
号
の
二
に
規
定
す
る
特
定
通
貨
関
連

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
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五

金
融
商
品
取
引
業
者
等

府
令
第
一
条
第
三
項
第
二
十
二
号
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
を
い
う
。

六

カ
バ
ー
取
引
の
額

府
令
第
百
十
七
条
第
一
項
第
二
十
八
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
カ
バ
ー
取
引
の
額
を
い
う
。

（
基
準
時
点
）

第
二
条

府
令
第
百
十
七
条
第
一
項
第
二
十
八
号
の
二
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
時
点
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

も
の
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
点
と
す
る
。

一

府
令
第
百
十
七
条
第
一
項
第
二
十
八
号
の
二
イ
に
定
め
る
額
の
割
合

当
該
月
の
最
終
営
業
日
に
お
い
て
、
金
融
商
品

取
引
業
協
会
の
規
則
に
基
づ
き
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
の
計
測
時
点
と
し
て
定
め
ら
れ
た
時
点
の
う
ち
、
カ
バ
ー
取
引
に
よ
り

特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
相
手
方
と
な
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
損
失
が
減
少
し
な
い
額
が
最
大
と

な
る
時
点

二

府
令
第
百
十
七
条
第
一
項
第
二
十
八
号
の
二
ロ
に
定
め
る
カ
バ
ー
取
引
の
額
の
割
合

当
該
月
の
最
終
営
業
日
に
お
い

て
、
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
規
則
に
基
づ
き
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
の
計
測
時
点
と
し
て
定
め
ら
れ
た
時
点
の
う
ち
、
カ
バ

ー
取
引
の
額
が
最
大
と
な
る
時
点

三

府
令
第
百
十
七
条
第
一
項
第
二
十
八
号
の
二
ハ
に
定
め
る
割
合

当
該
月
の
最
終
営
業
日
に
お
け
る
金
融
商
品
取
引
業
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者
等
の
取
引
終
了
時
点


